
告 示

�愛媛県告示第７２６号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２６年６月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

西予市城川町遊子谷３９８４、４００２

２ 指定の目的
かん

水源の涵養

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

城川町遊子谷３９８４（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種は定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐齢期以

上のものとする。

エ 間伐に係る立木は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛

媛県庁及び西予市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７２７号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（平成２６年２月愛媛県

告示第１４９号から第１５５号まで）に係る通知の相手方又はその所在が

不分明であるので、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定

により、その通知の内容を大洲市役所の掲示場に掲示するとともに、

次のとおりその要旨を告示する。

平成２６年６月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

発 行 愛 媛 県
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公 告

○ 公文書の公開の実施状況………………………………………………………………………………………………………………………………（広報広聴課）…４６９

○ 個人情報の開示等の実施状況…………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４７０

○ 争議行為の通知の公表…………………………………………………………………………………………………………………………………（労政雇用課）…４７０

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

大洲市河辺町北平４６２１、
４６３４

喜多郡河辺村大字北平乙２８２７

栗 田 増 雄
森林所有者

大洲市河辺町北平４６３６、
４６３７

喜多郡河辺村大字北平乙２８２７

栗 田 正 春
〃

大洲市河辺町北平４６４９、
４６７７

喜多郡河辺村大字北平乙２８２５

福 宮 壽 躬
〃

大洲市河辺町北平４６６７
上浮穴郡浮穴村大字小屋１０３

菊 池 ヨシノ
〃

大洲市戒川乙１８４１
大洲市長浜甲１０２４の４７

一 宮 眞喜男
〃

大洲市長浜町須沢丙７４４
の２、丙９３３の２

大洲市長浜町大字櫛生丙２１８３

長 芳 久五郎
〃

大洲市長浜町須沢丙９３４
の２

喜多郡櫛生村丙２１１５

笹 本 元三郎
〃

大洲市河辺町山鳥坂６１４、
６１５

喜多郡河辺村大字横山３００

小 西 寿 司
〃

大洲市豊茂乙１３４２の１
福岡県鞍手郡大字室木７１２の
１４
宇都宮 サキエ

〃

大洲市肱川町大谷２１５３、
２１５９の２

喜多郡大谷村１５１３

三 瀬 俊 藏
〃

大洲市肱川町大谷２１５９の
１

喜多郡肱川町大字大谷１５１３

三 瀬 俊 蔵
〃

大洲市肱川町大谷２１６３
喜多郡大谷村１７１６

宇都宮 富美子
〃

大洲市肱川町大谷２１６４
喜多郡肱川町大字大谷１７１６

宇都宮 富美子
〃

大洲市長浜町須沢丙７３４、
丙７８４

喜多郡長浜町大字須沢丙７３９

清 水 マ ツ
〃

大洲市長浜町須沢丙７５３
喜多郡長浜町大字須沢丙３０７

水 口 健
〃

大洲市長浜町須沢丙７５５
喜多郡櫛生村丙３１６

松 上 猶 助
〃

大洲市長浜町須沢丙７７６
喜多郡長浜町大字須沢丙５４８

加 納 浩 之
〃

毎週（火・金）曜日発行 第２５７７号 平成２６年６月６日

平成２６年６月６日金曜日 第２５７７号

愛 媛 県 報
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２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び大洲

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７２８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

道前平野土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２６年６月６日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�������
�愛媛県告示第７２９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

伊豫郡大谷池土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２６年６月６日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第７３０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年６月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７３１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年６月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

大洲市長浜町須沢丙７７７
川崎市宮前区有馬１丁目２４の
３の４１０
加 納 浩 之

〃

大洲市長浜町須沢丙７９４
喜多郡櫛生村丙３０４

長 方 久五郎
〃

大洲市長浜町須沢丙７９５
喜多郡櫛生村丙７３９

清 水 駒治郎
〃

大洲市長浜町須沢丙７９６
喜多郡櫛生村３１６

村 上 古三郎
〃

大洲市肱川町大谷２０６７の
１、２０６７の５から２０６７の
９まで、２０６７の１２、２０６８、
２０６９、２０７１、２０７２

喜多郡肱川町大字大谷１７５５

渡 辺 愛 子
〃

大洲市長浜町須沢丙７７８
大阪府堺市東浅香山町弐丁２３
６
西 岡 章 彦

〃

大洲市河辺町三嶋５８８か
ら５９１まで、５９２の１、５９
３、５９６、６０３から６０６まで、
６４２から６４４まで、６４９か
ら６５１まで、６５６

大阪府門真市大字三ツ島１７８７
の１
山 下 清 秀

〃

大洲市河辺町三嶋６００、
６０１

喜多郡河辺村大字北平甲３２５５

岡 田 良 一
〃

大洲市河辺町三嶋６１１、
６１２、６１８、６２８、６３０、６３
３、６３６から６３９まで

越智郡菊間町種７２

梅 木 彰
〃

大洲市河辺町三嶋６２４、
６２５、６２７

喜多郡河辺村大字北平甲２４３１

梅 木 彰
〃

大洲市河辺町三嶋６３１
喜多郡河辺村大字北平甲２１８

花 岡 國太郎
〃

大洲市河辺町三嶋６３２
喜多郡河辺村大字北平甲２１８

花 岡 国太郎
〃

大洲市河辺町三嶋６４７
上浮穴郡浮穴村大字北平甲２５
７２
七五三 満

〃

大洲市河辺町三嶋６４８
松山市大字菅沢甲４６８

七五三 琢
〃

大洲市河辺町三嶋６５２か
ら６５４まで

大阪府摂津市別府三丁目１の
Ｂの５０３
武 田 敦

〃

大洲市河辺町三嶋６５５
喜多郡河辺村大字北平甲２５７２

七五三 学
〃

大洲市河辺町北平７０
今治市立花町二丁目１の２０

大 野 一 登
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７９号
伊予郡砥部町川登９５５番５から

同町川登９５４番３まで

旧 １３．０～１８．０ ０．０４０

新 １３．０～２８．０ ０．０４０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７９号
伊予郡砥部町川登９５５番５から

同町川登９５４番３まで
平成２６年６月６日

��������������

愛 媛 県 報平成２６年６月６日 第２５７７号
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公 告

�公 告

公文書の公開の実施状況

平成２５年度の公開請求等に対する公文書の公開の実施状況の概要

を次のとおり公表する。

平成２６年６月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公文書の公開の請求等及び処理の状況

（単位：件）

区 分
請求等の
件 数

処 理 の 状 況
取 下 げ

公 開 部分公開 非 公 開

公開請求 １，３２３ ８５９ ３３４ ９４ ３６

公開申請 １０ ３ ４ ２ １

計 １，３３３ ８６２ ３３８ ９６ ３７

注１ 公開請求とは、愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号。以下
「条例」という。）に基づく公開請求をいう。
２ 公開申請とは、条例附則第３項ただし書の規定によりなおその効力を有
するものとされている愛媛県情報公開要綱（平成５年１０月愛媛県・愛媛県
公営企業管理局・愛媛県教育委員会・愛媛県選挙管理委員会・愛媛県人事
委員会・愛媛県監査委員・愛媛県地方労働委員会・愛媛県収用委員会・愛
媛海区漁業調整委員会・愛媛県内水面漁場管理委員会告示第１２５５号。以下
「要綱」という。）に基づく公開申請（要綱第２条第１項に規定する実施
機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真であって、
同条第２項に規定する決裁等が終了したもののうち、公立大学法人愛媛県
立医療技術大学に引き継がれたものに係る公開申請を含む。）をいう。

２ 公文書の公開の請求等の実施機関別内訳

（単位：件）

実 施 機 関 公開請求件数 公開申請件数

総 務 部 ３７ ０

企 画 振 興 部 ４８ ０

知 県 民 環 境 部 ５４ ３

保 健 福 祉 部 ２１７ ０

経 済 労 働 部 ５４ ０

農 林 水 産 部 １４８ １

事 土 木 部 ５３１ ６

出 納 局 １ ０

小 計 １，０９０ １０

議 会 ０

公 営 企 業 管 理 者 １６ ０

教 育 委 員 会 １００ ０

選 挙 管 理 委 員 会 １１ ０

人 事 委 員 会 ０ ０

監 査 委 員 ０ ０

公 安 委 員 会 ０

警 察 本 部 長 １０６

労 働 委 員 会 ０ ０

収 用 委 員 会 ０ ０

海 区 漁 業 調 整 委 員 会 ０ ０

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 ０ ０

公立大学法人愛媛県立医療技術大学 ０ ０

愛 媛 県 住 宅 供 給 公 社 ０

愛 媛 県 土 地 開 発 公 社 ０

合 計 １，３２３ １０

３ 公文書の公開の請求等の主な内容

（単位：件）

請 求 等 の 主 な 内 容 公開請求件数 公開申請件数

工事設計書 ４１１ ０

公益法人等の決算書類 ２０４ ０

名簿関係 １１８ ０

懲戒処分等の職員の処分関係 ８７ ０

建築工事再資源化等届出書 ７６ ０

４ 公文書公開請求者等別の内訳

（単位：件）
公 開 請 求 者 等 の 区 分 公開請求件数 公開申請件数

県内に住所を有する者又は事務所若しくは事業所を
有する個人及び法人その他団体

９１８ ６

その他のもの ４０５ ４

５ 不服申立て等の状況

� 不服申立て

�愛媛県告示第７３２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２６年６月６日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第７３３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２６年６月６日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２６中局建（開）第６号

平成２６年５月２７日
伊予郡松前町大字出作字丑寅４０９番１

伊予市三秋甲２６８番地１

玉 井 敬 信

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２６中局建（開）第７号

平成２６年５月２７日
伊予郡松前町大字筒井字東銀杏５５５番１、５５５番１南側地先里道

香川県高松市林町２２１７番地５０

ミサワホーム四国株式会社

代表取締役 嶋 津 哲

愛 媛 県 報平成２６年６月６日 第２５７７号

４６９



（単位：件）
不服申立て件数 処 理 の 状 況

平 成
２４年度
からの
繰 越
件 数

平 成
２５年度
不 服
申立て
件 数

裁 決 又 は 決 定

審理中 取下げ却 下 棄 却 一 部
認 容

認 容

５ １ ０ ５ １ ０ ０ ０

注 不服申立てとは、公文書の公開請求に対する決定について、行政不服
審査法（昭和３７年法律第１６０号）に基づく不服申立てをいう。

� 不服申出

実績なし
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�公 告

個人情報の開示等の実施状況

平成２５年度の開示請求等に対する個人情報の開示等の実施状況の

概要を次のとおり公表する。

平成２６年６月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 個人情報取扱事務の登録件数

（単位：件）
実 施 機 関 年度末件数

総 務 部 ７３

企 画 振 興 部 ７２

知 県 民 環 境 部 １８２

保 健 福 祉 部 ４９８

経 済 労 働 部 ９８

農 林 水 産 部 １９５

事 土 木 部 １３５

出 納 局 １０

小 計 １，２６３

議 会 １３

公 営 企 業 管 理 者 １７

教 育 委 員 会 １４４

選 挙 管 理 委 員 会 ２０

人 事 委 員 会 ４

監 査 委 員 ５

公 安 委 員 会 ６

警 察 本 部 長 １６５

労 働 委 員 会 ４

収 用 委 員 会 １１

海 区 漁 業 調 整 委 員 会 ２

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 １

公立大学法人愛媛県立医療技術大学 ２３

合 計 １，６７８

２ 個人情報の開示請求の状況

� 書面による開示請求

（単位：件）

実 施 機 関
請 求 の
件 数

処 理 の 状 況
取 下 げ

開 示 部分開示 非 開 示

知 事 ３３ ８ １７ ７ １

公営企業管理者 ８０ ３０ ３８ １２ ０

教 育 委 員 会 １７ １６ １ ０ ０

警 察 本 部 長 ２６ ０ ２２ ４ ０

合 計 １５６ ５４ ７８ ２３ １

注 他の実施機関については、実績なし。

� 口頭による開示請求

（単位：件）
実 施 機 関 請求の件数

総 務 部 ５８

知 県 民 環 境 部 １８

保 健 福 祉 部 ５２

事 農 林 水 産 部 １

小 計 １２９

教 育 委 員 会 ７，７８３

人 事 委 員 会 ２１７

警 察 本 部 長 ２６

公立大学法人愛媛県立医療技術大学 ５５

合 計 ８，２１０

注１「口頭による開示請求」とは、実施機関があらかじめ定めた個人情報
について、口頭により開示請求できるものであり、請求があった場合
は、原則開示するものである。
２ 他の実施機関については、実績なし。

３ 個人情報の訂正請求の状況

実績なし

４ 個人情報の利用停止請求の状況

実績なし

５ 不服申立ての状況

（単位：件）

区 分

不服申立て件数 処 理 の 状 況

取下げ

平 成
２４年度
からの
繰 越
件 数

平 成
２５年度
不 服
申立て
件 数

裁決又は決定

審理中却 下 棄 却 一 部
認 容

認 容

開示決定等
に係るもの

１ ４ ２ １ ２

訂正決定等
に係るもの

０ ０

利用停止決
定等に係る
もの

０ ０
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争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛地方労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が平成２６年５月３０日あったので公表する。

平成２６年６月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 平成２６年度夏季一時金その他に関する事項

２ 日時 平成２６年６月１０日正午以降本問題が完全解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

一般財団法人創精会 松山市美沢１－１０－３８

医療法人敬愛会久米病院 松山市南久米７２３

特定医療法人清和会和ホスピタル 松山市柳原７３９

医療法人北辰会西条市民病院 西条市小松町妙口甲１５２１

一般財団法人新居浜精神衛生研究所
財団新居浜病院 新居浜市松原町１３－４７

医療法人十全会十全第二病院 新居浜市角野新田町１－１－２８

八幡浜医師会立双岩病院 八幡浜市若山４番耕地１６３

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独又

は併用して実施する。

平成２６年６月６日 発行
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